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(57)【要約】
　窒化物半導体積層体の製造方法は、反応炉内で基板の
上方に第１窒化物半導体層(１２)を形成する第１窒化物
半導体層形成工程と、第１窒化物半導体層(１２)の上方
に第２窒化物半導体層(１３)を形成する第２窒化物半導
体層形成工程と、第２窒化物半導体層(１３)の上面に、
第２窒化物半導体層(１３)よりもバンドギャップが大き
い第３窒化物半導体層(１４)を形成する第３窒化物半導
体層形成工程とを備える。第２窒化物半導体層形成工程
と第３窒化物半導体層形成工程との間は中断されず、第
３窒化物半導体層形成工程は第２窒化物半導体層形成工
程に連続して実施される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反応炉内で基板(１１)の上方に第１窒化物半導体層(１２)を形成する第１窒化物半導体
層形成工程と、
　上記第１窒化物半導体層(１２)の上方に第２窒化物半導体層(１３,２１３)を形成する
第２窒化物半導体層形成工程と、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)の上面に、上記第２窒化物半導体層(１３,２１
３)よりもバンドギャップが大きい第３窒化物半導体層１４,１４Ｂ)を形成する第３窒化
物半導体層形成工程と
を備え、
　上記第２窒化物半導体層形成工程と上記第３窒化物半導体層形成工程との間は中断され
ず、上記第３窒化物半導体層形成工程は上記第２窒化物半導体層形成工程に連続して実施
されることを特徴とする窒化物半導体積層体の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の窒化物半導体積層体の製造方法において、
　上記第２窒化物半導体層形成工程は、
　第４窒化物半導体層(１３Ａ)を形成する第４窒化物半導体層形成工程と、
　上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)の上方に第５窒化物半導体層(１３Ｃ)を形成する第５
窒化物半導体層形成工程と
を有し、
　上記第４窒化物半導体層形成工程の基板温度よりも、上記第５窒化物半導体層形成工程
の基板温度の方が高温であり、
　上記第４窒化物半導体層形成工程の炉内圧力よりも、上記第５窒化物半導体層形成工程
の炉内圧力の方が低圧であることを特徴とする窒化物半導体積層体の製造方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の窒化物半導体積層体の製造方法において、
　上記第２窒化物半導体層形成工程は、上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)と上記第５窒化
物半導体層(１３Ｃ)との間に第６窒化物半導体層(１３Ｂ)を形成する第６窒化物半導体層
形成工程を有し、
　上記第６窒化物半導体層形成工程の基板温度は、上記第４窒化物半導体層形成工程の基
板温度と同じ温度から、上記第５窒化物半導体層形成工程の基板温度と同じ温度まで徐々
に変化し、
　上記第６窒化物半導体層形成工程の炉内圧力は、上記第４窒化物半導体層形成工程の炉
内圧力と同じ圧力から、上記第５窒化物半導体層形成工程の炉内圧力と同じ圧力まで徐々
に変化することを特徴とする窒化物半導体積層体の製造方法。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか一項に記載の窒化物半導体積層体の製造方法において、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)はＧａＮからなり、
　上記第３窒化物半導体層(１４Ｂ)はＡｌｘＧａ１－ｘＮ(０＜x＜１)からなることを特
徴とする窒化物半導体積層体の製造方法。
【請求項５】
　基板(１１)と、
　上記基板(１１)の上方に形成される第１窒化物半導体層(１２)と、
　上記第１窒化物半導体層１２の上方に形成される第２窒化物半導体層(１３,２１３)と
、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)の上面に形成され、上記第２窒化物半導体層(１
３,２１３)よりもバンドギャップが大きい第３窒化物半導体層(１４,１４Ｂ)と
を備え、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)の形成と上記第３窒化物半導体層(１４,１４Ｂ)
の形成との間は中断されず、上記第３窒化物半導体層(１４,１４Ｂ)の形成は上記第２窒
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化物半導体層(１３,２１３)の形成に連続して実施されるように、上記第２窒化物半導体
層(１３,２１３)および上記第３窒化物半導体層(１４,１４Ｂ)が形成されることを特徴と
する窒化物半導体積層体。
【請求項６】
　請求項５に記載の窒化物半導体積層体において、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)が、
　炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３未満である第４窒化物半導体層(１３Ａ)と、
　上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)の上方に形成され、炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３

以上、１×１０１8／ｃｍ３未満である第５窒化物半導体層(１３Ｃ)と
を有することを特徴とする窒化物半導体積層体。
【請求項７】
　請求項６に記載の窒化物半導体積層体において、
　上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)と上記第５窒化物半導体層(１３Ｃ)との間に形成され
た第６窒化物半導体層(１３Ｂ)を備え、
　上記第６窒化物半導体層(１３Ｂ)の炭素濃度は、上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)と上
記第６窒化物半導体層(１３Ｂ)との界面付近で上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)の炭素濃
度と略等しく、かつ、上記第５窒化物半導体層(１３Ｃ)と上記第６窒化物半導体層(１３
Ｂ)との界面付近で上記第５窒化物半導体層(１３Ｃ)の炭素濃度と略等しく、かつ、上記
第６窒化物半導体層(１３Ｂ)の下部側から上記第６窒化物半導体層(１３Ｂ)の上部側に進
むにしたがって徐々に増加することを特徴とする窒化物半導体積層体。
【請求項８】
　請求項５から７までのいずれか一項に記載の窒化物半導体積層体において、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)はＧａＮからなり、
　上記第３窒化物半導体層(１４Ｂ)はＡｌｘＧａ１－ｘＮ(０＜x＜１)からなることを特
徴とする窒化物半導体積層体。
【請求項９】
　請求項５から８までのいずれか一項に記載の窒化物半導体積層体において、
　上記第３窒化物半導体層(１４,１４Ｂ)の上面では、原子間力顕微鏡による表面粗さが
１μｍ角の走査範囲にて０．５ｎｍ以下になることを特徴とする窒化物半導体積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、ＨＥＭＴ(High Electron Mobility Transistor:高電子移動度ト
ランジスタ)などの半導体スイッチング素子に代表される窒化物半導体積層体の製造方法
および窒化物半導体積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧａＮ(窒化ガリウム)に代表されるIII－Ｖ族化合物半導体である窒化物半導体は、近
年、パワーデバイス等に適用されるスイッチング素子への応用が期待されている。これは
、窒化物半導体が、従来のＳｉ(シリコン)を用いた半導体に比べ、バンドギャップが３．
４ｅＶ程度と大きく、絶縁破壊電界が約１０倍と高く、電子飽和速度が約２．５倍大きい
等、パワーデバイスに好適な特性を有しているためである。例えば、ＳｉＣ(炭化珪素)、
Ａｌ２Ｏ３(サファイア)、Ｓｉなどの基板上に、ＧａＮ／ＡｌＧａＮのヘテロ構造を設け
たスイッチング素子が提案されている(例えば米国特許第６,８４９,８８２号明細書(特許
文献１)参照)。なお、ＡｌＧａＮは、ＧａＮとＡｌＮ(窒化アルミニウム)の混合物である
。
【０００３】
　上記スイッチング素子では、ＧａＮの結晶構造であるウルツ鉱型のＣ軸方向における非
対称性構造に起因する自発分極に加え、ＡｌＧａＮおよびＧａＮの格子不整合に起因する
ピエゾ効果による分極により、１×１０１２ｃｍ－２から１×１０１３ｃｍ－２程度の高
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い電子密度の二次元電子ガスが生じる。このスイッチング素子は、上記二次元電子ガスの
電子密度を制御することによって、所定の電極間が電気的に接続される状態(オン状態)と
、所定の電極間が電気的に接続されない状態(オフ状態)とを切り替える。
【０００４】
　以下、上述したようなスイッチング素子の典型的な構成の一例について、図７,図８を
参照して説明する。図７,図８は、従来のスイッチング素子１０００の典型的な構成を示
すための模式的な断面図である。なお、図７は、オン状態のスイッチング素子１０００を
示すものである。一方、図８は、オフ状態のスイッチング素子１０００を示すものである
。
【０００５】
　図７および図８に示すように、スイッチング素子１０００は、基板１００１と、この基
板１００１の上面に形成されるバッファ層１００２と、このバッファ層１００２の上面に
形成されてアンドープのＧａＮから成る電子走行層１００３と、この電子走行層１００３
の上面に形成されてＡｌＧａＮから成る電子供給層１００４と、ソース電極１００５と、
ドレイン電極１００６と、ゲート電極１００７とを備える。このソース電極１００５、ド
レイン電極１００６およびゲート電極１００７は、電子供給層１００４の上面に形成され
る。また、ゲート電極１００７はソース電極１００５とドレイン電極１００６の間に位置
する。
【０００６】
　このスイッチング素子１０００はノーマリーオン型である。このため、図７に示すよう
に、ゲート電極１００７の電位がソース電極１００５と同じ電位になっていても、ゲート
電極１００７がオープンになっていても、電子走行層１００３および電子供給層１００４
が接合する界面近傍に二次元電子ガス層１００８が生じて、スイッチング素子１０００は
オン状態になる。オン状態のスイッチング素子１０００において、ソース電極１００５の
電位よりもドレイン電極１００６の電位が高ければ、ソース電極１００５とドレイン電極
１００６の間に電流が流れる。
【０００７】
　一方、図８に示すように、ゲート電極１００７の電位が、ソース電極１００５の電位を
基準として閾値電圧よりも低いと、ゲート電極１００７の下方において、電子走行層１０
０３および電子供給層１００４が接合する界面近傍に二次元電子ガス層１００８が生じな
くなる。すなわち、ゲート電極１００７の下方に位置する空乏領域１００９が形成される
。これにより、スイッチング素子１０００はオフ状態になり、ソース電極１００５とドレ
イン電極１００６の間に電流が流れない。
【０００８】
　上記二次元電子ガス層１００８における電子密度および移動度を大きくすることで、オ
ン抵抗の低減を図る方法としては、ＡｌＧａＮからなる電子供給層１００４の換わりに、
ＡｌＧａＮおよびＡｌＮからなる電子供給層を用いる方法が考えられる。
【０００９】
　以下、ＡｌＧａＮおよびＡｌＮからなる電子供給層を備えるスイッチング素子の一例に
ついて、図９を参照して説明する。図９は、ＡｌＧａＮおよびＡｌＮからなる電子供給層
２００４を備えるスイッチング素子２０００を説明するための模式的な断面図である。な
お、図９に示すスイッチング素子２０００について、図７および図８で示したスイッチン
グ素子１０００と同様である部分については、同じ符号を付するとともに重複する説明に
ついては省略する。
【００１０】
　図９に示すように、スイッチング素子２０００は、基板１００１と、バッファ層１００
２と、電子走行層１００３と、電子供給層２００４と、ソース電極１００５と、ドレイン
電極１００６と、ゲート電極１００７とを備える。この電子供給層２００４は、ＡｌＮか
ら成るスペーサ層２００４Ａと、ＡｌＧａＮから成る障壁層２００４Ｂとで構成されてい
る。
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【００１１】
　上記スペーサ層２００４Ａのバンドギャップと電子走行層１００３のバンドギャップと
の差は、スペーサ層２００４Ａのバンドギャップと障壁層２００４Ｂのバンドギャップと
の差よりも大きい。また、スペーサ層２００４Ａと電子走行層１００３の格子不整合がス
ペーサ層２００４Ａと障壁層２００４Ｂの格子不整合よりも大きい。その結果、二次元電
子ガス層１００８における電子密度および移動度が増大して、オン抵抗が低減する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第６,８４９,８８２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記スイッチング素子２０００では、スペーサ層２００４Ａを形成する
際に、下地の電子走行層１００３が分解され、電子走行層１００３の上面(電子走行層１
００３とスペーサ層２００４Ａの界面)に凹凸が生じてしまう。さらに、電子走行層１０
０３の上面に形成されるスペーサ層２００４Ａは５ｎｍ以下と極めて薄いため、電子走行
層１００３の上面における凹凸の影響を受けて、厚さが不均一となってしまう。そして、
このように電子走行層１００３およびスペーサ層２００４Ａの面内方向の状態が不均一に
なると、電子の移動度が低下するなど、スイッチング素子２０００の特性劣化が生じてし
まう。
【００１４】
　このように、上記電子走行層１００３の上面の凹凸は、スイッチング素子２０００の特
性劣化を引き起こすので、問題である。
【００１５】
　ここで、上記電子走行層１００３の上面に凹凸が生じる現象について、図１０を参照し
て説明する。図１０は、スイッチング素子２０００における電子走行層１００３の上面に
凹凸が生じる現象を説明するための模式的な断面図である。なお、図１０は、ＡｌＮから
成るスペーサ層２００４Ａの形成方法が、半導体素子の量産手法として最も広く用いられ
ているＭＯＣＶＤ(Metal Organic Chemical Vapor Deposition：有機金属気相成長)法で
ある場合について示したものである。さらに、図１０は、液体である有機金属材料を反応
炉まで搬送するためのキャリアガスが、原料および生成物の酸化を防止する観点から最も
広く用いられているＨ２(水素)である場合について示したものである。
【００１６】
　図１０に示すように、ＡｌＮから成るスペーサ層２００４Ａを、ＧａＮから成る電子走
行層１００３の上面に形成しようとすると、電子走行層１００３を構成するＧａＮがＧａ
(ガリウム)とＮ(窒素)に分解される。これは、スペーサ層２００４Ａを構成するＡｌＮを
成長させるために必要な基板温度(９００℃以上）が、電子走行層１００３を構成するＧ
ａＮが熱分解を生じる基板温度(８００℃以上)よりも高いためである。そして、ＧａＮの
熱分解によって生じたＮが、気体のＮ２(窒素)となって離脱したり、周囲のＨ２と反応し
てＮＨ３(アンモニア)となって離脱したりする。
【００１７】
　このように、上記Ｎが電子走行層１００３から離脱するとき、キャリアガスであるＨ２

がＧａＮの周囲に豊富に存在すると、Ｈ(水素)と熱分解によって生じたＮとが結合し易く
なるため、Ｎの消費が促進され、熱分解が促進されてしまう。
【００１８】
　また、上記ＡｌＮは、気相中での原料の反応を抑制して基板１００１上での原料の反応
を促進する観点から、反応炉内を低圧(例えば０．１気圧以下)にして成長させると好まし
いが、反応炉内を低圧にするとＮ２やＮＨ３の離脱が促進されるため、熱分解が促進され
てしまう。
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【００１９】
　このような熱分解が促進されることによって、電子走行層１００３の上面に凹凸が生じ
てしまう。
【００２０】
　そこで、この発明の課題は、特定の窒化物半導体層の上面に凹凸が生じることを抑制で
きる窒化物半導体積層体の製造方法および窒化物半導体積層体を提供することにある。
【００２１】
　なお、上記窒化物半導体積層体の一例としては、基板と、この基板上に積層された複数
の窒化物半導体層とを備える窒化物半導体積層基板がある。
【００２２】
　また、上記窒化物半導体積層体の他の一例としては、上記窒化物半導体積層基板を用い
て形成される窒化物半導体積層デバイス(例えばスイッチング素子)がある。
【００２３】
　また、図９のスイッチング素子２０００は、この発明の課題を明確にするために便宜上
提示するもので、公知技術ではない。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　上記課題を解決するため、この発明の窒化物半導体積層体の製造方法は、
　反応炉内で基板の上方に第１窒化物半導体層を形成する第１窒化物半導体層形成工程と
、
　上記第１窒化物半導体層の上方に第２窒化物半導体層を形成する第２窒化物半導体層形
成工程と、
　上記第２窒化物半導体層の上面に、上記第２窒化物半導体層よりもバンドギャップが大
きい第３窒化物半導体層を形成する第３窒化物半導体層形成工程と
を備え、
　上記第２窒化物半導体層形成工程と上記第３窒化物半導体層形成工程との間は中断され
ず、上記第３窒化物半導体層形成工程は上記第２窒化物半導体層形成工程に連続して実施
されることを特徴としている。
【００２５】
　一実施形態の窒化物半導体積層体の製造方法では、
　上記第２窒化物半導体層形成工程は、
　第４窒化物半導体層を形成する第４窒化物半導体層形成工程と、
　上記第４窒化物半導体層の上方に第５窒化物半導体層を形成する第５窒化物半導体層形
成工程と
を有し、
　上記第４窒化物半導体層形成工程の基板温度よりも、上記第５窒化物半導体層形成工程
の基板温度の方が高温であり、
　上記第４窒化物半導体層形成工程の炉内圧力よりも、上記第５窒化物半導体層形成工程
の炉内圧力の方が低圧である。
【００２６】
　一実施形態の窒化物半導体積層体の製造方法では、
　上記第２窒化物半導体層形成工程は、上記第４窒化物半導体層と上記第５窒化物半導体
層との間に第６窒化物半導体層を形成する第６窒化物半導体層形成工程を有し、
　上記第６窒化物半導体層形成工程の基板温度は、上記第４窒化物半導体層形成工程の基
板温度と同じ温度から、上記第５窒化物半導体層形成工程の基板温度と同じ温度まで徐々
に変化し、
　上記第６窒化物半導体層形成工程の炉内圧力は、上記第４窒化物半導体層形成工程の炉
内圧力と同じ圧力から、上記第５窒化物半導体層形成工程の炉内圧力と同じ圧力まで徐々
に変化する。
【００２７】
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　一実施形態の窒化物半導体積層体の製造方法では、
　上記第２窒化物半導体層はＧａＮからなり、
　上記第３窒化物半導体層はＡｌｘＧａ１－ｘＮ(０＜x＜１)からなる。
【００２８】
　この発明の窒化物半導体積層体は、
　基板と、
　上記基板の上方に形成される第１窒化物半導体層と、
　上記第１窒化物半導体層の上方に形成される第２窒化物半導体層と、
　上記第２窒化物半導体層の上面に形成され、上記第２窒化物半導体層よりもバンドギャ
ップが大きい第３窒化物半導体層と
を備え、
　上記第２窒化物半導体層の形成と上記第３窒化物半導体層の形成との間は中断されず、
上記第３窒化物半導体層の形成は上記第２窒化物半導体層の形成に連続して実施されるよ
うに、上記第２窒化物半導体層および上記第３窒化物半導体層が形成されることを特徴と
している。
【００２９】
　一実施形態の窒化物半導体積層体では、
　上記第２窒化物半導体層が、
　炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３未満である第４窒化物半導体層と、
　上記第４窒化物半導体層の上方に形成され、炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３以上、１
×１０１8／ｃｍ３未満である第５窒化物半導体層と
を有する。
【００３０】
　一実施形態の窒化物半導体積層体は、
　上記第４窒化物半導体層と上記第５窒化物半導体層との間に形成された第６窒化物半導
体層を備え、
　上記第６窒化物半導体層の炭素濃度は、上記第４窒化物半導体層と上記第６窒化物半導
体層との界面付近で上記第４窒化物半導体層の炭素濃度と略等しく、かつ、上記第５窒化
物半導体層と上記第６窒化物半導体層との界面付近で上記第５窒化物半導体層の炭素濃度
と略等しく、かつ、上記第６窒化物半導体層の下部側から上記第６窒化物半導体層の上部
側に進むにしたがって徐々に増加する。
【００３１】
　一実施形態の窒化物半導体積層体では、
　上記第２窒化物半導体層はＧａＮからなり、
　上記第３窒化物半導体層はＡｌｘＧａ１－ｘＮ(０＜x＜１)からなる。
【００３２】
　一実施形態の窒化物半導体積層体では、
　上記第３窒化物半導体層の上面では、原子間力顕微鏡による表面粗さが１μｍ角の走査
範囲にて０．５ｎｍ以下になる。
【発明の効果】
【００３３】
　この発明の窒化物半導体積層体の製造方法は、第２窒化物半導体層形成工程と第３窒化
物半導体層形成工程との間は中断されず、第３窒化物半導体層形成工程は第２窒化物半導
体層形成工程に連続して実施されるので、第２窒化物半導体の上面に凹凸が生じるのを抑
制することができる。したがって、特定の窒化物半導体層の上面に凹凸が生じることを抑
制できる。
【００３４】
　この発明の窒化物半導体積層体は、第２窒化物半導体層の形成と第３窒化物半導体層の
形成との間は中断されず、第３窒化物半導体層の形成は第２窒化物半導体層の形成に連続
して実施されるように、第２窒化物半導体層および第３窒化物半導体層が形成されるので
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、第２窒化物半導体の上面に凹凸が生じるのを抑制することができる。したがって、特定
の窒化物半導体層の上面に凹凸が生じることを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】この発明の第１実施形態のスイッチング素子の模式断面図である。
【図２】この発明の第１実施形態の電子走行層形成工程および電子供給層形成工程を説明
するためのシーケンス図である。
【図３】この発明の第２実施形態のスイッチング素子の模式断面図である。
【図４】この発明の第２実施形態の電子走行層形成工程および電子供給層形成工程を説明
するためのシーケンス図である。
【図５】この発明の第３実施形態のスイッチング素子の模式断面図である。
【図６】この発明の第３実施形態の電子走行層形成工程および電子供給層形成工程を説明
するためのシーケンス図である。
【図７】従来のオン状態のスイッチング素子の模式断面図である。
【図８】従来のオフ状態のスイッチング素子の模式断面図である。
【図９】参考例のスイッチング素子の模式断面図である。
【図１０】上記参考例の電子走行層の上面に凹凸が生じる現象を説明するための模式断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、この発明の一実施形態に係る窒化物半導体積層体(特に窒化物半導体積層基板)お
よびその製造方法について、図面を参照しながら説明する。なお、以下では説明の具体化
のため、この発明の一実施形態に係る窒化物半導体積層基板を利用した窒化物半導体積層
デバイスであるスイッチング素子を例に挙げて説明する。また、以下の説明において参照
する各断面図は、説明の便宜上、主要部を強調して表示しているため、図面上の各構成要
素の寸法比と実際の寸法比とは、必ずしも一致するものではない。また、以下の説明にお
いて参照する各図では、説明の理解を容易にする観点から、同一の構成要素には同一の符
号を付している。
【００３７】
　また、以下では、この発明の実施形態に係る窒化物半導体積層基板を構成するそれぞれ
の層について、当該層を構成する元素(材料)を例示しているが、その趣旨は、当該層を構
成する主要な元素を示すことであって、当該層に当該元素以外の元素(例えば、不純物な
ど)が一切含まれないことを示しているのではない。
【００３８】
　〔第１実施形態〕
　最初に、この発明の第１実施形態に係る窒化物半導体積層基板およびその製造方法につ
いて、図面を参照して説明する。
【００３９】
　図１は、この発明の第１実施形態に係る窒化物半導体積層基板１０Ａを用いたスイッチ
ング素子ＳＡの構成を示すための模式的な断面図である。
【００４０】
　図１に示すように、この発明の第１実施形態に係る窒化物半導体積層基板１０Ａは、基
板１１と、この基板１１の上面に形成されるバッファ層１２と、このバッファ層１２の上
面に形成される電子走行層１３と、電子走行層１３の上面に形成される電子供給層１４と
を備える。この基板１１上の各層の形成は、図示しない反応炉内で行われる。また、電子
供給層１４の下面が電子走行層１３の上面に接触し、電子走行層１３と電子供給層１４の
間には他の層が介在していない。なお、バッファ層１２は第１窒化物半導体層の一例であ
る。また、電子走行層１３は第２窒化物半導体層の一例である。また、電子供給層１４は
第３窒化物半導体層の一例である。
【００４１】
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　上記基板１１は、例えば、Ｓｉ、ＳｉＣ、Ａｌ２Ｏ３、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＺｎＯ(酸化
亜鉛)、ＧａＡｓ(ガリウム砒素)などで構成される。また、バッファ層１２は、例えば、
ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮで構成される(ただし、０≦Ｘ＋Ｙ≦１、かつ、０≦Ｘ≦
１、かつ、０≦Ｙ≦１)。なお、基板１１およびバッファ層１２は、同じ窒化物半導体で
構成されるものであってもよい。また、基板１１およびバッファ層１２は、窒化物半導体
積層基板１０Ａの反りやクラックを抑制することが可能であれば、上述した材料に限定さ
れず、どのような材料を選択してもよい。また、バッファ層１２の上部には、耐圧向上を
目的として、炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ3以上の耐圧ＧａＮ層が形成されてもよい。
【００４２】
　上記電子走行層１３は、例えば、厚さが１μｍ以上５μｍ以下のノンドープのＧａＮで
構成される。また、電子走行層１３は、下地ＧａＮ層１３Ａと、この下地ＧａＮ層１３Ａ
の上面に形成されるチャネルＧａＮ層１３Ｃとで構成されている。この下地ＧａＮ層１３
ＡおよびチャネルＧａＮ層１３Ｃは、形成条件が互いに異なる。また、下地ＧａＮ層１３
Ａの炭素濃度は５×１０１６／ｃｍ３未満である。一方、チャネルＧａＮ層１３Ｃの炭素
濃度は５×１０１６／ｃｍ３以上、１×１０１8／ｃｍ３以上である。なお、下地ＧａＮ
層１３Ａは第４窒化物半導体層の一例である。また、チャネルＧａＮ層１３Ｃは第５窒化
物半導体層の一例である。
【００４３】
　上記下地ＧａＮ層１３Ａの炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３以上である場合、下地Ｇａ
Ｎ層１３Ａとバッファ層１２の界面で、転位、ナノパイプ等の曲りが小さくなり、その転
位、ナノパイプ等が２次元電子ガス領域にまで伸びて、デバイス特性に悪影響を与える。
なお、上記耐圧ＧａＮ層をバッファ層１２の上部に形成している場合も、下地ＧａＮ層１
３Ａの炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３以上であると、下地ＧａＮ層１３Ａと上記耐圧Ｇ
ａＮ層の界面で、転位、ナノパイプ等の曲りが小さくなる。
【００４４】
　上記チャネルＧａＮ層１３Ｃの炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ3未満である場合、詳細
な理由は不明であるが、チャネルＧａＮ層１３Ｃとスペーサ層１４Ａの界面の平坦性が低
下し、２次元電子ガス領域の電子の移動度が低下する。また、チャネルＧａＮ層１３Ｃの
炭素濃度が１×１０１８／ｃｍ3以上である場合、逆に過剰な炭素により、チャネルＧａ
Ｎ層１３Ｃとスペーサ層１４Ａの界面の平坦性が悪化し、２次元電子ガス領域の電子の移
動度が低下する。なお、チャネルＧａＮ層１３Ｃと障壁層１４Ｂの間にスペーサ層１４A
を設けない場合も、チャネルＧａＮ層１３Ｃと障壁層１４Ｂの界面の平坦性が悪化する。
【００４５】
　上記電子供給層１４は、例えば５ｎｍ以下のＡｌＮから成るスペーサ層１４Ａと、例え
ば５ｎｍ以上１００ｎｍ以下のＡｌＺＧａ１－ＺＮ(ただし０＜Ｚ＜１)から成る障壁層１
４Ｂとを有する。また、スペーサ層１４Ａのバンドギャップは、下地ＧａＮ層１３Ａおよ
びチャネルＧａＮ層１３Ｃのどちらのバンドギャップよりも大きい。また、障壁層１４Ｂ
のバンドギャップも、下地ＧａＮ層１３ＡおよびチャネルＧａＮ層１３Ｃのどちらのバン
ドギャップよりも大きい。すなわち、電子供給層１４は、電子走行層１３よりも大きいバ
ンドギャップを有する。ここで、上記ＡｌＺＧａ１－ＺＮの組成比Ｚが、０．１≦Ｚ≦０
．５を満たすと、さらに好ましい。
【００４６】
　また、上記スイッチング素子ＳＡは、窒化物半導体積層基板１０Ａ、ソース電極２１、
ドレイン電極２２およびゲート電極２３を備える。
【００４７】
　上記ソース電極２１、ドレイン電極２２およびゲート電極２３は、電子供給層１４の上
面に形成される。また、ゲート電極２３は、ソース電極２１とドレイン電極２２の間に配
置される。
【００４８】
　また、上記ソース電極２１、ドレイン電極２２およびゲート電極２３のそれぞれは、Ｔ
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ｉ、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｗ、Ｔａ、Ｒｕ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｈｆなどの金属元素、これ
らの金属元素の少なくとも２つを含む合金、または、これらの金属元素の少なくとも１つ
を含む窒化物などで構成される。ソース電極２１、ドレイン電極２２およびゲート電極２
３のそれぞれは、単層で構成されるものであってもよいし、組成が異なる複数の層で構成
されるものであってもよい。
【００４９】
　上記スイッチング素子ＳＡはノーマリーオン型である。このため、ゲート電極２３の電
位がソース電極２１と同じ電位になっていても、ゲート電極２３がオープンになっていて
も、チャネルＧａＮ層１３Ｃとスペーサ層１４Ａの界面近傍に二次元電子ガス層１５が生
じて、スイッチング素子ＳＡはオン状態になる。スイッチング素子ＳＡがオン状態になっ
たとき、ソース電極２１の電位よりもドレイン電極２２の電位が高ければ、ソース電極２
１とドレイン電極２２の間に電流が流れる。一方、ゲート電極２３の電位が、ソース電極
２１の電位を基準として閾値電圧よりも低いと、ゲート電極２３の下方において、チャネ
ルＧａＮ層１３Ｃとスペーサ層１４Ａの界面近傍に二次元電子ガス層１５が生じなくなる
。すなわち、図７の空乏領域１００９と同様のものがゲート電極２３下に形成され、スイ
ッチング素子ＳＡはオフ状態になる。スイッチング素子ＳＡがオフ状態になったとき、ソ
ース電極２１とドレイン電極２２の間に電流は流れない。
【００５０】
　このように、上記窒化物半導体積層基板１０Ａでは、ＧａＮで構成される電子走行層１
３の上面に電子供給層１４を形成する必要がある。仮に、電子走行層１３の形成後に、基
板温度を上げ、炉内圧力(基板１１を収容する上記反応炉内の圧力)を下げてから、電子供
給層１４の形成を開始したなら、基板温度を上げ、炉内圧力を下げている間に、電子走行
層１３を形成するＧａＮが熱分解してしまう。こうなると、電子走行層１３の上面(界面)
に凹凸が生じてしまう。
【００５１】
　そこで、この発明の第１実施形態に係る窒化物半導体積層基板１０Ａでは、電子走行層
１３を成すＧａＮの熱分解を抑制することが可能な電子走行層１３および電子供給層１４
を形成する。以下に図面を参照して説明する。
【００５２】
　図２は、電子走行層形成工程および電子供給層形成工程における基板温度、炉内圧力お
よび原料ガスの供給量の変化を示すシーケンス図である。この電子走行層形成工程および
電子供給層形成工程では電子走行層１３および電子供給層１４がＭＯＣＶＤ法で形成され
る。また、電子走行層形成工程および電子供給層形成工程は、上記反応炉内で基板１１の
上面にバッファ層１２を形成するバッファ層形成工程後、上記反応炉内で順次行われる。
また、図２の横軸は時間を示し、この横軸の図２中右側ほど時間は後になる。また、図２
の縦軸は、基板温度、炉内圧力または原料ガスの供給量を示す。図２の縦軸が基板温度を
示すとき、この縦軸の図２中上側ほど基板温度は高温となる。また、図２の縦軸が炉内圧
力を示すとき、この縦軸の図２中上側ほど炉内圧力は高圧となる。また、図２の縦軸が原
料ガスの供給量を示すとき、この縦軸の図２中上側ほど原料ガスの供給量は多くなる。な
お、上記バッファ層形成工程は第１窒化物半導体層形成工程の一例である。また、上記電
子走行層形成工程は第２窒化物半導体層形成工程の一例である。また、上記電子供給層形
成工程は第３窒化物半導体層形成工程の一例である。
【００５３】
　図２に示すように、最初にＧａＮで構成される下地ＧａＮ層１３Ａをバッファ層１２の
上に形成する(下地ＧａＮ層形成工程)。具体的には、Ｇａの原料であるＴＭＧ(トリメチ
ルガリウム)と、Ｎの原料であるＮＨ３とを上記反応炉内にそれぞれ供給することで、Ｇ
ａＮで構成される下地ＧａＮ層１３Ａを形成する。このとき、キャリアガスとしてＨ２を
用い、基板温度はＴ１、炉内圧力はＰ１とする。この基板温度Ｔ１は、例えば、６００℃
以上１３００℃以下、より好ましくは、７００℃以上１２００℃以下である。また、炉内
圧力Ｐ１は、例えば０.１５気圧以上である。なお、上記下地ＧａＮ層形成工程は第４窒
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化物半導体層形成工程の一例である。
【００５４】
　上記下地ＧａＮ層１３Ａの形成が終了すると、ＴＭＧの供給を停止し、チャネルＧａＮ
層形成工程の条件に移行する。このとき、基板温度はＴ１からＴ２へ、炉内圧力はＰ１か
らＰ２へと移行する。ここで、上記Ｔ２は、上記Ｔ１よりも高く、例えば、９００℃以上
１４００℃以下、より好ましくは９００℃以上１２００℃以下である。また、上記Ｐ２は
、上記Ｐ１よりも低く、例えば０.１５気圧以下である。また、原料ガスであるＴＭＧ,Ｎ
Ｈ３の供給量については、下地ＧａＮ層形成工程にてそれぞれＴＭＧ１,ＮＨ３１とし、
チャネルＧａＮ層形成工程にてそれぞれＴＭＧ２,ＮＨ３２とすると、ＴＭＧ２＜ＴＭＧ
１、ＮＨ３２＜ＮＨ３１であることが好ましい。これは、電子供給層１４が電子走行層１
３に比べて非常に薄いことから成長速度を抑制して膜質を安定させるためである。なお、
上記チャネルＧａＮ層形成工程は第５窒化物半導体層形成工程の一例である。
【００５５】
　そして、上記基板温度がＴ２、炉内圧力がＰ２、ＴＭＧの供給量がＴＭＧ２、ＮＨ３の
供給量がＮＨ３２に安定した後、チャネルＧａＮ層１３Ｃを形成する(チャネルＧａＮ層
形成工程)。ここで、チャネルＧａＮ層１３Ｃの炭素濃度は、圧力をＰ１からＰ２へ下げ
た影響で下地ＧａＮ層１３Ａよりも大きくなる傾向にある。
【００５６】
　上記チャネルＧａＮ層１３Ｃの形成が終了すると、ＮＨ３の供給量をＮＨ３２に、基板
温度をＴ２、炉内圧力をＰ２に維持する一方、ＴＭＧの供給を停止し、Ａｌの材料である
ＴＭＡ(トリメチルアルミニウム)の供給を開始することによって、スペーサ層１４Ａを形
成する(スペーサ層形成工程)。スペーサ層１４Ａの形成が開始したとき、基板温度Ｔ２、
応炉圧力Ｐ２は既にスペーサ層１４Ａと障壁層１４Ｂの形成に適した条件になっており、
特に時間のかかる基板温度と炉内圧力の調整のために形成を中断する必要がない。
【００５７】
　上記スペーサ層１４Ａの形成が終了すると、ＴＭＧの供給を再開し、障壁層１４Ｂを形
成する(障壁層形成工程)。このときのＴＭＧの供給量は、チャネルＧａＮ層形成工程のＴ
ＭＧの供給量と同じＴＭＧ２にしておくと、チャネルＧａＮ層形成工程から障壁層形成工
程までのＴＭＧ供給量の制御をマスフローコントローラの設定を変えることなく、バルブ
の開閉だけで済むため好ましい。
【００５８】
　以上のように、この発明の第１実施形態に係る窒化物半導体積層基板１０Ａでは、電子
走行層１３の形成途中で基板温度および炉内圧力を電子供給層１４の基板温度および炉内
圧力に変更することで、電子走行層形成工程と電子供給層形成工程の間に中断が生じず、
電子走行層形成工程に連続して電子供給層形成工程を行うことができる。これにより、電
子走行層１３の上面でのＧａＮの熱分解が抑制され、電子走行層１３の上面(界面)の凹凸
が生じ難くなる。その結果、原子間力顕微鏡による窒化物半導体積層基板１０Ａの表面粗
さ(例えば算術平均荒さＲａ)、つまり、原子間力顕微鏡による障壁層１４Ｂの上面の表面
粗さ(例えば算術平均荒さＲａ)が、１μｍ角の走査範囲において０．５ｎｍ以下になる。
【００５９】
　また、上記電子走行層１３の上面(界面)に凹凸が生じることを抑制することで、例えば
５ｎｍ以下という極めて薄いスペーサ層１４Ａの厚さを、均一にすることができる。これ
により、電子走行層１３およびスペーサ層１４Ａの面内方向の状態が均一になるため、二
次元電子ガス１５における電子の移動度が低下するなど、スイッチング素子ＳＡの特性劣
化が生じることを抑制することが可能となる。
【００６０】
　上記第１実施形態では、基板１１の上面にバッファ層１２を形成していたが、基板１１
の上方にバッファ層を形成してもよい。すなわち、基板１１上に他の層を介してバッファ
層を形成してもよい。
【００６１】
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　上記第１実施形態では、電子供給層１４は、ＡｌＺＧａ１－ＺＮ(ただし０＜Ｚ＜１)か
ら成る障壁層１４Ｂの換わりに、ＩｎＪＡｌＬＧａ１－Ｊ－ＬＮ(ただし、０＜Ｊ＋Ｌ≦
１、かつ、０≦Ｊ＜１および０＜Ｌ≦１)から成る障壁層を有してもよい。
【００６２】
　〔第２実施形態〕
　次に、この発明の第２実施形態に係る窒化物半導体積層基板およびその製造方法につい
て、図面を参照して説明する。
【００６３】
　図３は、この発明の第２実施形態に係る窒化物半導体積層基板１０Ｂを用いたスイッチ
ング素子ＳＢの構成を示すための模式的な断面図である。また、図４は、上記窒化物半導
体積層基板１０Ｂの電子走行層形成工程および電子供給層形成工程における基板温度、炉
内圧力、原料ガスの供給量の変化を示すシーケンス図である。なお、図３および図４は、
上記第１実施形態の図１および図２の方法と同様の方法で、この発明の第２実施形態に係
る窒化物半導体積層基板１０Ｂの構成および製造方法について示した図である。また、以
下における窒化物半導体積層基板１０Ｂの説明において、上記第１実施形態の構成部と同
じ構成部については、重複する説明を省略する場合がある。
【００６４】
　図３に示すように、この発明の第２実施形態に係る窒化物半導体積層基板１０Ｂは、基
板１１と、この基板１１の上面に形成されるバッファ層１２と、このバッファ層１２の上
面に形成される電子走行層２１３と、この電子走行層２１３の上面に形成される電子供給
層１４とを備える。
【００６５】
　また、上記スイッチング素子ＳＢは、窒化物半導体積層基板１０Ｂ、ソース電極２１、
ドレイン電極２２およびゲート電極２３を備える。
【００６６】
　上記ソース電極２１、ドレイン電極２２およびゲート電極２３は、電子供給層１４の上
面に形成される。また、ゲート電極２３は、ソース電極２１とドレイン電極２２の間に配
置される。
【００６７】
　また、上記窒化物半導体積層基板１０Ｂは、下地ＧａＮ層１３Ａ、スロープＧａＮ層１
３ＢおよびチャネルＧａＮ層１３Ｃが電子走行層２１３を構成する点で、上記第１実施形
態の窒化物半導体積層基板１０Ａとは異なる。この下地ＧａＮ層１３Ａ、スロープＧａＮ
層１３ＢおよびチャネルＧａＮ層１３Ｃは、形成条件が互いに異なる。また、スペーサ層
１４Ａのバンドギャップは、下地ＧａＮ層１３Ａ、スロープＧａＮ層１３Ｂおよびチャネ
ルＧａＮ層１３Ｃのいずれのバンドギャップよりも大きい。また、障壁層１４Ｂのバンド
ギャップも、下地ＧａＮ層１３Ａ、スロープＧａＮ層１３ＢおよびチャネルＧａＮ層１３
Ｃのいずれのバンドギャップよりも大きい。すなわち、電子供給層１４は、電子走行層２
１３よりも大きいバンドギャップを有する。なお、スロープＧａＮ層１３Ｂは第６窒化物
半導体層の一例である。
【００６８】
　上記スロープＧａＮ層１３Ｂは、上記第１実施形態において下地ＧａＮ層形成工程から
チャネルＧａＮ形成工程の形成条件へ移行するステップで、ＴＭＧおよびＮＨ３の反応炉
内への供給を継続することで形成できる層である。
【００６９】
　以下、図４を用いて、上記窒化物半導体積層基板１０Ｂの電子走行層２１３および電子
供給層１４の形成方法を具体的に説明する。
【００７０】
　図４に示すように、最初に、上記第１実施形態の下地ＧａＮ層１３Ａの形成方法と同様
の形成方法で、下地ＧａＮ層１３Ａをバッファ層１２の上に形成する(下地ＧａＮ形成工
程)。
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【００７１】
　上記下地ＧａＮ層１３Ａの形成が終了すると、基板温度などを、チャネルＧａＮ層１３
Ｃを形成するための基板温度などに移行する。このとき、基板温度はＴ１からＴ２へ、炉
内圧力はＰ１からＰ２へ、ＴＭＧの供給量はＴＭＧ１からＴＭＧ２へ、ＮＨ３の供給量は
ＮＨ３１からＮＨ３２へと一定時間をかけて緩やかに移行する。この移行の間、ＴＭＧお
よびＮＨ３の反応炉内への供給が継続されていることにより、スロープＧａＮ層１３Ｂが
形成される(スロープＧａＮ層形成工程)。ここで、下地ＧａＮ１３ＡとスロープＧａＮ層
１３Ｂとの界面付近において、スロープＧａＮ層１３Ｂの炭素濃度は下地ＧａＮ１３Ａの
炭素濃度と略等しい。また、チャネルＧａＮ層１３ＣとスロープＧａＮ層１３Ｂとの界面
付近において、スロープＧａＮ層１３Ｂの炭素濃度はチャネルＧａＮ層１３Ｃの炭素濃度
と略等しい。また、スロープＧａＮ層１３Ｂの炭素濃度は、スロープＧａＮ層１３Ｂの下
部側からスロープＧａＮ層１３Ｂの上部側に進むにしたがって徐々に増加する。
【００７２】
　上記スロープＧａＮ層１３Ｂの形成が終了すると、ＴＭＧの供給量をＴＭＧ２に、ＮＨ

３の供給量をＮＨ３２に、基板温度をＴ２、炉内圧力をＰ２に維持したまま、チャネルＧ
ＡＮ層１３Ｃを形成する(チャネルＧａＮ層形成工程)。ここで、チャネルＧａＮ層１３Ｃ
の炭素濃度は、炉内圧力をＰ１からＰ２へ下げた影響で下地ＧａＮ層１３Ａよりも大きく
なる傾向にある。
【００７３】
　上記チャネルＧａＮ層１３Ｃの形成が終了すると、上記第１実施形態のスペーサ層１４
Ａの形成方法と同様に、ＴＭＧの供給は停止し、ＴＭＡの供給を開始し、スペーサ層１４
Ａを形成する(スペーサ層形成工程)。チャネルＧａＮ層１３Ｃの形成が終了したとき、基
板温度がＴ２に、炉内圧力がＰ２になっている。この基板温度Ｔ２および炉内圧力Ｐ２は
スペーサ層１４Ａおよび障壁層１４Ｂの形成に適しているので、チャネルＧａＮ層１３Ｃ
の形成後、中断をせずに連続してスペーサ層１４Ａが形成される。
【００７４】
　上記スペーサ層１４Ａの形成が終了すると、上記第１実施形態の障壁層１４Ｂの形成方
法と同様に、ＴＭＧの供給を再開し、障壁層１４Ｂを形成する(障壁層形成工程)。このと
きのＴＭＧの供給量は、チャネルＧａＮ層形成工程のＴＭＧの供給量と同じＴＭＧ２にし
ておくと、チャネルＧａＮ層形成工程から障壁層形成工程までのＴＭＧ供給量の制御をマ
スフローコントローラの設定を変えることなく、バルブの開閉だけで済むため好ましい。
【００７５】
　以上のように、この発明の第２実施形態に係る窒化物半導体積層基板１０Ｂでは、上記
第１実施形態と同様に、電子走行層２１３の形成途中で基板温度および炉内圧力を電子供
給層１４の基板温度および炉内圧力に変更することで、電子走行層形成工程と電子供給層
形成工程の間に中断が生じず、電子走行層形成工程に連続して電子供給層形成工程を行う
ことができる。これにより、電子走行層１３の上面でのＧａＮの熱分解が抑制され、電子
走行層１３の上面(界面)の凹凸が生じ難くなる。その結果、原子間力顕微鏡による窒化物
半導体積層基板１０Ａの表面粗さ(例えば算術平均荒さＲａ)、つまり、原子間力顕微鏡に
よる障壁層１４Ｂの上面の表面粗さ(例えば算術平均荒さＲａ)が、１μｍ角の走査範囲に
おいて０．５ｎｍ以下になる。
【００７６】
　また、上記電子走行層２１３の上面(界面)に凹凸が生じることを抑制することで、例え
ば５ｎｍ以下という極めて薄いスペーサ層１４Ａの厚さを、均一にすることができる。こ
れにより、電子走行層２１３およびスペーサ層１４Ａの面内方向の状態が均一になるため
、電子の移動度が低下するなど、スイッチング素子ＳＢの特性劣化が生じることを抑制す
ることが可能となる。
【００７７】
　さらに、上記下地ＧａＮ層１３ＡとチャネルＧａＮ層１３Ｃの間にスロープＧａＮ層１
３Ｂを形成することにより、電子走行層２１３の内部における凹凸が抑制される。したが
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って、結晶性や欠陥に関して電子走行層２１３が電子供給層１４に及ぼす悪影響を小さく
することができる。
【００７８】
　また、上記スロープＧａＮ層形成工程では、基板温度、炉内圧力および原料ガスの供給
量を緩やかに変化させているため、基板温度、炉内圧力および原料ガスの供給量のオーバ
ーシュートやアンダーシュートの発生が抑制されている。
【００７９】
　〔第３実施形態〕
　次に、この発明の第３実施形態に係る窒化物半導体積層基板およびその製造方法につい
て、図面を参照して説明する。
【００８０】
　図５は、この発明の第３実施形態に係る窒化物半導体積層基板１０Ｃを用いたスイッチ
ング素子ＳＣの構成を示すための模式的な断面図である。また、図６は、上記窒化物半導
体積層基板１０Ｃの電子走行層形成工程および電子供給層形成工程における基板温度、炉
内圧力、原料ガスの供給量の変化を示すシーケンス図である。なお、図５および図６は、
上記第１実施形態の図１および図２の方法と同様の方法で、この発明の第３実施形態に係
る窒化物半導体積層基板１０Ｃの構成および製造方法について示した図である。また、以
下における窒化物半導体積層基板１０Ｃの説明において、上記第１実施形態の構成部と同
じ構成部については、重複する説明を省略する場合がある。
【００８１】
　図５に示すように、この発明の第３実施形態に係る窒化物半導体積層基板１０Ｃは、基
板１１と、この基板１１の上面に形成されるバッファ層１２と、このバッファ層１２の上
面に形成される電子走行層１３と、この電子走行層１３の上面に形成される障壁層１４Ｂ
とを備える。また、障壁層１４Ｂの下面が電子走行層１３の上面に接触し、電子走行層１
３と障壁層１４Ｂの間には他の層が介在していない。なお、障壁層１４Ｂは第３窒化物半
導体層の一例である。
【００８２】
　また、上記スイッチング素子ＳＣは、窒化物半導体積層基板１０Ｃ、ソース電極２１、
ドレイン電極２２およびゲート電極２３を備える。
【００８３】
　上記ソース電極２１、ドレイン電極２２およびゲート電極２３は、障壁層１４Ｂの上面
に形成される。また、ゲート電極２３は、ソース電極２１とドレイン電極２２の間に配置
される。
【００８４】
　また、上記窒化物半導体積層基板１０Ｃは、下地ＧａＮ層１３Ａ、スロープＧａＮ層１
３ＢおよびチャネルＧａＮ層１３Ｃが電子走行層２１３を構成する点と、障壁層１４Ｂだ
けで電子供給層を構成する点とで、上記第１実施形態の窒化物半導体積層基板１０Ａとは
異なる。
【００８５】
　以下、図５を用いて、上記窒化物半導体積層基板１０Ｂの電子走行層２１３および電子
供給層１４の形成方法を具体的に説明する。
【００８６】
　図６に示すように、最初に、上記第２実施形態の下地ＧａＮ層１３Ａの形成方法と同様
の形成方法で、下地ＧａＮ層１３Ａをバッファ層１２の上に形成する(下地ＧａＮ形成工
程)。
【００８７】
　上記下地ＧａＮ層１３Ａの形成が終了すると、基板温度などを、チャネルＧａＮ層１３
Ｃを形成するための基板温度などに移行する。このとき、基板温度はＴ１からＴ２へ、炉
内圧力はＰ１からＰ２へ、ＴＭＧの供給量はＴＭＧ１からＴＭＧ２へ、ＮＨ３の供給量は
ＮＨ３１からＮＨ３２へと一定時間をかけて緩やかに移行する。この移行の間、ＴＭＧお
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よびＮＨ３の反応炉内への供給が継続されていることにより、スロープＧａＮ層１３Ｂが
形成される(スロープＧａＮ層形成工程)。ここで、下地ＧａＮ１３ＡとスロープＧａＮ層
１３Ｂとの界面付近において、スロープＧａＮ層１３Ｂの炭素濃度は下地ＧａＮ１３Ａの
炭素濃度と略等しい。また、チャネルＧａＮ層１３ＣとスロープＧａＮ層１３Ｂとの界面
付近において、スロープＧａＮ層１３Ｂの炭素濃度はチャネルＧａＮ層１３Ｃの炭素濃度
と略等しい。また、スロープＧａＮ層１３Ｂの炭素濃度は、スロープＧａＮ層１３Ｂの下
部側からスロープＧａＮ層１３Ｂの上部側に進むにしたがって徐々に増加する。
【００８８】
　上記スロープＧａＮ層１３Ｂの形成が終了すると、ＴＭＧの供給量をＴＭＧ２に、ＮＨ

３の供給量をＮＨ３２に、基板温度をＴ２、炉内圧力をＰ２に維持したまま、チャネルＧ
ＡＮ層１３Ｃを形成する(チャネルＧａＮ層形成工程)。ここで、チャネルＧａＮ層１３Ｃ
の炭素濃度は、炉内圧力をＰ１からＰ２へ下げた影響で下地ＧａＮ層１３Ａよりも大きく
なる傾向にある。
【００８９】
　上記チャネルＧａＮ層１３Ｃの形成が終了すると、ＴＭＧの供給量をＴＭＧ２に、ＮＨ

３の供給量をＮＨ３２に、基板温度をＴ２、炉内圧力をＰ２に維持しつつ、Ａｌの材料で
あるＴＭＡの供給を開始することによって、電子供給層となる障壁層１４Ｂを形成する(
障壁層形成工程)。このときのＴＭＧの供給量は、チャネルＧａＮ層形成工程のＴＭＧの
供給量と同じＴＭＧ２にしておくと、チャネルＧａＮ層形成工程から障壁層形成工程まで
のＴＭＧ供給量の制御をマスフローコントローラの設定を変えることなく、バルブの開閉
だけで済むため好ましい。
【００９０】
　以上のように、この発明の第２実施形態に係る窒化物半導体積層基板１０Ｃでは、上記
第１実施形態と同様に、電子走行層２１３の形成途中で基板温度および炉内圧力を電子供
給層１４の基板温度および炉内圧力に変更することで、電子走行層形成工程と電子供給層
形成工程の間に中断が生じず、電子走行層形成工程に連続して電子供給層形成工程を行う
ことができる。これにより、電子走行層１３の上面でのＧａＮの熱分解が抑制され、電子
走行層１３の上面(界面)の凹凸が生じ難くなる。その結果、原子間力顕微鏡による窒化物
半導体積層基板１０Ａの表面粗さ(例えば算術平均荒さＲａ)、つまり、原子間力顕微鏡に
よる障壁層１４Ｂの上面の表面粗さ(例えば算術平均荒さＲａ)が、１μｍ角の走査範囲に
おいて０．５ｎｍ以下になる。
【００９１】
　また、上記電子走行層２１３の上面(界面)に凹凸が生じることを抑制することで、例え
ば５ｎｍ以下という極めて薄いスペーサ層１４Ａの厚さを、均一にすることができる。こ
れにより、電子走行層２１３およびスペーサ層１４Ａの面内方向の状態が均一になるため
、電子の移動度が低下するなど、スイッチング素子ＳＢの特性劣化が生じることを抑制す
ることが可能となる。
【００９２】
　さらに、上記下地ＧａＮ層１３ＡとチャネルＧａＮ層１３Ｃの間にスロープＧａＮ層１
３Ｂを形成することにより、電子走行層２１３の内部における凹凸が抑制される。したが
って、結晶性や欠陥に関して電子走行層２１３が電子供給層１４に及ぼす悪影響を小さく
することができる。
【００９３】
　また、上記スロープＧａＮ層形成工程では、基板温度、炉内圧力および原料ガスの供給
量を緩やかに変化させているため、基板温度、炉内圧力および原料ガスの供給量のオーバ
ーシュートやアンダーシュートの発生が抑制されている。
【００９４】
　また、上記電子走行層２１３の上面の凹凸が抑制されることにより、二次元電子ガス層
１００８における電子の移動度が改善される。したがって、窒化物半導体積層基板１０Ｃ
が上記第１実施形態のスペーサ層１４Ａを備えていなくても、スイッチング素子ＳＣのオ
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ン抵抗が十分に低くなる。
【００９５】
　仮に、上記電子走行層２１３と障壁層１４Ｂの間にスペーサ層１４Ａを形成したなら、
電子走行層２１３とスペーサ層１４Ａの間の格子不整合が大きくなり、その結果、ピエゾ
効果が大きくなるが、このことは長期信頼性に悪影響を及ぼすことになる。したがって、
信頼性のリスクを抱えるスペーサ層１４Ａが不要となる意義は大きい。
【００９６】
　この発明の具体的な実施形態について説明したが、この発明は上記第１～第３実施形態
に限定されるものではなく、この発明の範囲内で種々変更して実施することができる。例
えば、上記第１～第３実施形態で記載した内容を適宜組み合わせたものを、この発明の一
実施形態としてもよい。
【００９７】
　すなわち、この発明および実施形態を纏めると、次のようになる。
【００９８】
　この発明の窒化物半導体積層体の製造方法は、
　反応炉内で基板１１の上方に第１窒化物半導体層１２を形成する第１窒化物半導体層形
成工程と、
　上記第１窒化物半導体層１２の上方に第２窒化物半導体層１３,２１３を形成する第２
窒化物半導体層形成工程と、
　上記第２窒化物半導体層１３,２１３の上面に、上記第２窒化物半導体層１３,２１３よ
りもバンドギャップが大きい第３窒化物半導体層１４,１４Ｂを形成する第３窒化物半導
体層形成工程と
を備え、
　上記第２窒化物半導体層形成工程と上記第３窒化物半導体層形成工程との間は中断され
ず、上記第３窒化物半導体層形成工程は上記第２窒化物半導体層形成工程に連続して実施
されることを特徴としている。
【００９９】
　上記構成によれば、上記第２窒化物半導体層形成工程と第３窒化物半導体層形成工程と
の間は中断されず、第３窒化物半導体層形成工程は上記第２窒化物半導体層形成工程に連
続して実施されるので、第２窒化物半導体の上面に凹凸が生じるのを抑制することができ
る。
【０１００】
　一実施形態の窒化物半導体積層体の製造方法では、
　上記第２窒化物半導体層形成工程は、
　第４窒化物半導体層１３Ａを形成する第４窒化物半導体層形成工程と、
　上記第４窒化物半導体層１３Ａの上方に第５窒化物半導体層１３Ｃを形成する第５窒化
物半導体層形成工程と
を有し、
　上記第４窒化物半導体層形成工程の基板温度よりも、上記第５窒化物半導体層形成工程
の基板温度の方が高温であり、
　上記第４窒化物半導体層形成工程の炉内圧力よりも、上記第５窒化物半導体層形成工程
の炉内圧力の方が低圧である。
【０１０１】
　上記実施形態によれば、上記第２窒化物半導体層形成工程の後半では、基板温度が比較
的高温で、炉内圧力が比較的低圧である。したがって、上記第３窒化物半導体層１４,１
４Ｂを高い基板温度と低い炉内圧力とで形成する場合でも、第２窒化物半導体層形成工程
から第３窒化物半導体層形成工程を連続的に良好に行える。
【０１０２】
　一実施形態の窒化物半導体積層体の製造方法では、
　上記第２窒化物半導体層形成工程は、上記第４窒化物半導体層１３Ａと上記第５窒化物
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半導体層１３Ｃとの間に第６窒化物半導体層１３Ｂを形成する第６窒化物半導体層形成工
程を有し、
　上記第６窒化物半導体層形成工程の基板温度は、上記第４窒化物半導体層形成工程の基
板温度と同じ温度から、上記第５窒化物半導体層形成工程の基板温度と同じ温度まで徐々
に変化し、
　上記第６窒化物半導体層形成工程の炉内圧力は、上記第４窒化物半導体層形成工程の炉
内圧力と同じ圧力から、上記第５窒化物半導体層形成工程の炉内圧力と同じ圧力まで徐々
に変化する。
【０１０３】
　上記実施形態によれば、上記第６窒化物半導体層形成工程の基板温度および炉内圧力が
徐々に変化するので、第２窒化物半導体層１３,２１３内の欠陥を低減でき、第２窒化物
半導体層１３,２１３の結晶性を向上できる。
【０１０４】
　また、上記第６窒化物半導体層形成工程の基板温度および炉内圧力が徐々に変化するの
で、第５窒化物半導体層形成工程を開始するとき、基板温度および炉内温度のオーバーシ
ュートやアンダーシュートの発生を抑制できる。
【０１０５】
　一実施形態の窒化物半導体積層体の製造方法では、
　上記第２窒化物半導体層１３,２１３はＧａＮからなり、
　上記第３窒化物半導体層１４ＢはＡｌｘＧａ１－ｘＮ(０＜x＜１)からなる。
【０１０６】
　上記実施形態によれば、上記第２窒化物半導体層１３,２１３と第３窒化物半導体層１
４Ｂとの間の格子不整合が小さくなるので、長期信頼性を高めることができる。
【０１０７】
　この発明の窒化物半導体積層体は、
　基板１１と、
　この基板１１の上方に形成される第１窒化物半導体層１２と、
　上記第１窒化物半導体層１２の上方に形成される第２窒化物半導体層１３,２１３と、
　上記第２窒化物半導体層１３,２１３の上面に形成され、上記第２窒化物半導体層１３,
２１３よりもバンドギャップが大きい第３窒化物半導体層１４,１４Ｂと
を備え、
　上記第２窒化物半導体層１３,２１３の形成と上記第３窒化物半導体層１４,１４Ｂの形
成との間は中断されず、上記第３窒化物半導体層１４,１４Ｂの形成は上記第２窒化物半
導体層１３,２１３の形成に連続して実施されるように、上記第２窒化物半導体層１３,２
１３および上記第３窒化物半導体層１４,１４Ｂが形成されることを特徴としている。
【０１０８】
　上記構成によれば、上記第２窒化物半導体層１３,２１３の形成と第３窒化物半導体層
１４,１４Ｂの形成との間は中断されず、第３窒化物半導体層１４,１４Ｂの形成は第２窒
化物半導体層１３,２１３の形成に連続して実施されるように、第２窒化物半導体層１３,
２１３および上記第３窒化物半導体層１４,１４Ｂが形成されるので、第２窒化物半導体
の上面に凹凸が生じるのを抑制することができる。
【０１０９】
　一実施形態の窒化物半導体積層体では、
　上記第２窒化物半導体層１３,２１３が、
　炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３未満である第４窒化物半導体層１３Ａと、
　上記第４窒化物半導体層の上方に形成され、炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３以上、１
×１０１8／ｃｍ３未満である第５窒化物半導体層１３Ｃと
を有する。
【０１１０】
　上記実施形態によれば、
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　上記第４窒化物半導体層１３Ａの炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３未満であることによ
り、第１窒化物半導体層１２と第４窒化物半導体層１３Ａの界面で生じる転位、ナノパイ
プ等がデバイス特性に悪影響を与えるのを防ぐことができる。
【０１１１】
　また、上記第５窒化物半導体層１３Ｃの炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ3以上、１×１
０１8／ｃｍ３未満であることにより、第５窒化物半導体層１３Ｃと第３窒化物半導体層
１４,１４Ｂの界面の平坦性の低下を防ぐことができる。
【０１１２】
　一実施形態の窒化物半導体積層体は、
　上記第４窒化物半導体層１３Ａと上記第５窒化物半導体層１３Ｃとの間に形成された第
６窒化物半導体層１３Ｂを備え、
　上記第６窒化物半導体層１３Ｂの炭素濃度は、上記第４窒化物半導体層１３Ａと上記第
６窒化物半導体層１３Ｂとの界面付近で上記第４窒化物半導体層１３Ａの炭素濃度と略等
しく、かつ、上記第５窒化物半導体層１３Ｃと上記第６窒化物半導体層１３Ｂとの界面付
近で上記第５窒化物半導体層１３Ｃの炭素濃度と略等しく、かつ、上記第６窒化物半導体
層１３Ｂの下部側から上記第６窒化物半導体層１３Ｂの上部側に進むにしたがって徐々に
増加する。
【０１１３】
　上記実施形態によれば、上記第４窒化物半導体層１３Ａの炭素濃度と略等しい炭素濃度
から、第５窒化物半導体層１３Ｃの炭素濃度と略等しい炭素濃度に徐々に増加する。した
がって、上記第４窒化物半導体層１３Ａの形成条件から第５窒化物半導体層１３Ｃの形成
条件に徐々に移行できる。その結果、上記第２窒化物半導体層１３,２１３内の欠陥を低
減でき、第２窒化物半導体層１３,２１３の結晶性を向上できる。
【０１１４】
　また、上記第４窒化物半導体層１３Ａの形成条件から第５窒化物半導体層１３Ｃの形成
条件に徐々に移行できるので、第５窒化物半導体層１３Ｃの形成を開始するとき、基板温
度および炉内温度のオーバーシュートやアンダーシュートの発生を抑制できる。
【０１１５】
　一実施形態の窒化物半導体積層体では、
　上記第２窒化物半導体層１３,２１３はＧａＮからなり、
　上記第３窒化物半導体層１４ＢはＡｌｘＧａ１－ｘＮ(０＜x＜１)からなる。
【０１１６】
　上記実施形態によれば、上記第２窒化物半導体層１３,２１３と第３窒化物半導体層１
４Ｂとの間の格子不整合が小さくなるので、長期信頼性を高めることができる。
【０１１７】
　一実施形態の窒化物半導体積層体では、
　上記第３窒化物半導体層１４,１４Ｂの上面では、原子間力顕微鏡による表面粗さが１
μｍ角の走査範囲にて０．５ｎｍ以下になる。
【０１１８】
　上記実施形態によれば、上記第３窒化物半導体層１４,１４Ｂの上面に、例えば、ソー
ス電極２１、ドレイン電極２２およびゲート電極２３を形成する場合、第３窒化物半導体
層１４,１４Ｂの上面に対するソース電極２１、ドレイン電極２２およびゲート電極２３
の密着性を高めることができる。
【符号の説明】
【０１１９】
　１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ　窒化物半導体積層基板
　１１　基板
　１２　バッファ層
　１３,２１３　電子走行層
　１３Ａ　下地ＧａＮ層
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　１３Ｂ　スロープＧａＮ層
　１３Ｃ　チャネルＧａＮ層
　１４　電子供給層
　１４Ａ　スペーサ層
　１４Ｂ　障壁層
　１５　二次元電子ガス
　２１　ソース電極
　２２　ドレイン電極
　２３　ゲート電極
　ＳＡ，ＳＢ，ＳＣ　スイッチング素子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月5日(2016.12.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反応炉内で基板(１１)の上方に第１窒化物半導体層(１２)を形成する第１窒化物半導体
層形成工程と、
　上記第１窒化物半導体層(１２)の上方に第２窒化物半導体層(１３,２１３)を形成する
第２窒化物半導体層形成工程と、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)の上面に、上記第２窒化物半導体層(１３,２１
３)よりもバンドギャップが大きい第３窒化物半導体層１４,１４Ｂ)を形成する第３窒化
物半導体層形成工程と
を備え、
　上記第２窒化物半導体層形成工程と上記第３窒化物半導体層形成工程との間は中断され
ず、上記第３窒化物半導体層形成工程は上記第２窒化物半導体層形成工程に連続して実施
され、
　上記第２窒化物半導体層形成工程は、
　第４窒化物半導体層(１３Ａ)を形成する第４窒化物半導体層形成工程と、
　上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)の上方に第５窒化物半導体層(１３Ｃ)を形成する第５
窒化物半導体層形成工程と
を有し、
　上記第４窒化物半導体層形成工程の基板温度よりも、上記第５窒化物半導体層形成工程
の基板温度の方が高温であり、
　上記第４窒化物半導体層形成工程の炉内圧力よりも、上記第５窒化物半導体層形成工程
の炉内圧力の方が低圧であることを特徴とする窒化物半導体積層体の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の窒化物半導体積層体の製造方法において、
　上記第２窒化物半導体層形成工程は、上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)と上記第５窒化
物半導体層(１３Ｃ)との間に第６窒化物半導体層(１３Ｂ)を形成する第６窒化物半導体層
形成工程を有し、
　上記第６窒化物半導体層形成工程の基板温度は、上記第４窒化物半導体層形成工程の基
板温度と同じ温度から、上記第５窒化物半導体層形成工程の基板温度と同じ温度まで徐々
に変化し、
　上記第６窒化物半導体層形成工程の炉内圧力は、上記第４窒化物半導体層形成工程の炉
内圧力と同じ圧力から、上記第５窒化物半導体層形成工程の炉内圧力と同じ圧力まで徐々
に変化することを特徴とする窒化物半導体積層体の製造方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の窒化物半導体積層体の製造方法において、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)はＧａＮからなり、
　上記第３窒化物半導体層(１４Ｂ)はＡｌｘＧａ１－ｘＮ(０＜x＜１)からなることを特
徴とする窒化物半導体積層体の製造方法。
【請求項４】
　基板(１１)と、
　上記基板(１１)の上方に形成される第１窒化物半導体層(１２)と、
　上記第１窒化物半導体層１２の上方に形成される第２窒化物半導体層(１３,２１３)と
、
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　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)の上面に形成され、上記第２窒化物半導体層(１
３,２１３)よりもバンドギャップが大きい第３窒化物半導体層(１４,１４Ｂ)と
を備え、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)の形成と上記第３窒化物半導体層(１４,１４Ｂ)
の形成との間は中断されず、上記第３窒化物半導体層(１４,１４Ｂ)の形成は上記第２窒
化物半導体層(１３,２１３)の形成に連続して実施されるように、上記第２窒化物半導体
層(１３,２１３)および上記第３窒化物半導体層(１４,１４Ｂ)が形成されることを特徴と
する窒化物半導体積層体。
【請求項５】
　請求項４に記載の窒化物半導体積層体において、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)が、
　炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３未満である第４窒化物半導体層(１３Ａ)と、
上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)の上方に形成され、炭素濃度が５×１０１６／ｃｍ３以
上、１×１０１8／ｃｍ３未満である第５窒化物半導体層(１３Ｃ)と
を有することを特徴とする窒化物半導体積層体。
【請求項６】
　請求項５に記載の窒化物半導体積層体において、
上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)と上記第５窒化物半導体層(１３Ｃ)との間に形成された
第６窒化物半導体層(１３Ｂ)を備え、
　上記第６窒化物半導体層(１３Ｂ)の炭素濃度は、上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)と上
記第６窒化物半導体層(１３Ｂ)との界面付近で上記第４窒化物半導体層(１３Ａ)の炭素濃
度と略等しく、かつ、上記第５窒化物半導体層(１３Ｃ)と上記第６窒化物半導体層(１３
Ｂ)との界面付近で上記第５窒化物半導体層(１３Ｃ)の炭素濃度と略等しく、かつ、上記
第６窒化物半導体層(１３Ｂ)の下部側から上記第６窒化物半導体層(１３Ｂ)の上部側に進
むにしたがって徐々に増加することを特徴とする窒化物半導体積層体。
【請求項７】
　請求項４から６までのいずれか一項に記載の窒化物半導体積層体において、
　上記第２窒化物半導体層(１３,２１３)はＧａＮからなり、
　上記第３窒化物半導体層(１４Ｂ)はＡｌｘＧａ１－ｘＮ(０＜x＜１)からなることを特
徴とする窒化物半導体積層体。
【請求項８】
　請求項４から７までのいずれか一項に記載の窒化物半導体積層体において、
　上記第３窒化物半導体層(１４,１４Ｂ)の上面では、原子間力顕微鏡による表面粗さが
１μｍ角の走査範囲にて０．５ｎｍ以下になることを特徴とする窒化物半導体積層体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　上記課題を解決するため、この発明の窒化物半導体積層体の製造方法は、
　反応炉内で基板の上方に第１窒化物半導体層を形成する第１窒化物半導体層形成工程と
、
　上記第１窒化物半導体層の上方に第２窒化物半導体層を形成する第２窒化物半導体層形
成工程と、
　上記第２窒化物半導体層の上面に、上記第２窒化物半導体層よりもバンドギャップが大
きい第３窒化物半導体層を形成する第３窒化物半導体層形成工程と
を備え、
　上記第２窒化物半導体層形成工程と上記第３窒化物半導体層形成工程との間は中断され
ず、上記第３窒化物半導体層形成工程は上記第２窒化物半導体層形成工程に連続して実施
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され、
　上記第２窒化物半導体層形成工程は、
　第４窒化物半導体層を形成する第４窒化物半導体層形成工程と、
　上記第４窒化物半導体層の上方に第５窒化物半導体層を形成する第５窒化物半導体層形
成工程と
を有し、
　上記第４窒化物半導体層形成工程の基板温度よりも、上記第５窒化物半導体層形成工程
の基板温度の方が高温であり、
　上記第４窒化物半導体層形成工程の炉内圧力よりも、上記第５窒化物半導体層形成工程
の炉内圧力の方が低圧であることを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】



(25) JP WO2016/039177 A1 2016.3.17

10

20

30

40

【国際調査報告】



(26) JP WO2016/039177 A1 2016.3.17

10

20

30

40



(27) JP WO2016/039177 A1 2016.3.17

10

20

30

40



(28) JP WO2016/039177 A1 2016.3.17

10

20

30

40



(29) JP WO2016/039177 A1 2016.3.17

10

20

30

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  伊藤　伸之
            大阪府堺市堺区匠町１番地　シャープ株式会社内
(72)発明者  小河　淳
            大阪府堺市堺区匠町１番地　シャープ株式会社内
(72)発明者  藤重　陽介
            大阪府堺市堺区匠町１番地　シャープ株式会社内
(72)発明者  岡崎　舞
            大阪府堺市堺区匠町１番地　シャープ株式会社内
(72)発明者  遠崎　学
            大阪府堺市堺区匠町１番地　シャープ株式会社内
Ｆターム(参考) 5F045 AA04  AB09  AB14  AB17  AB18  AC08  AC12  AD10  AD11  AD12 
　　　　 　　        AD13  AD14  AD15  AD16  AD17  AE25  AF02  AF03  AF04  AF06 
　　　　 　　        AF09  BB02  BB16  CA07  DA53  DA58  DA59  DA63  EE17  EK26 
　　　　 　　  5F102 GB01  GC01  GD01  GJ02  GJ03  GJ04  GJ05  GJ10  GK04  GL04 
　　　　 　　        GL08  GL15  GM08  GQ01  GR07  GS01  GT01  GT02  GT03 
　　　　 　　  5F152 LL05  LN04  MM05  MM18  NN03  NN05  NN07  NN09  NN10  NN13 
　　　　 　　        NP09  NQ09 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

